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                  要  旨 

 

１．英国では保守党サッチャー政権下で地方自治体の統廃合と業務効率化が進められ、自

治体業務に対する強制競争入札（CCT）の導入の結果、道路清掃やごみ収集などかなり

の公共サービスが民間委託された。同時に地方税の一部国税化や税率設定権の制限な

どの施策により、1950 年代には 30％以下であった自治体財政の政府補助金への依存度

は 90 年代後半には 50％近くへと高まることとなった。 

２．1997 年に発足した労働党ブレア政権は、自治体の現状について「市場原理の導入で効

率性は高まったものの、権限や財源の制約により、本来必要なサービスが必ずしも十

分に提供できておらず、自治体間の格差も拡大している」とし、地方分権（Devolution）

を通じて地域のニーズを行政に一層反映させる方針を打ち出した。同時に、地方分権

を住民サービスの向上に結び付けるためには、自治体の業績評価システムを確立して

これを自治体の基本計画や予算編成にリンクさせるとともに、評価結果の情報公開を

進めて業務運営の透明性と競争意識を高めることが重要と政府はみている。 

３．こうした認識のもとで政府が導入を進めているのが「ベスト・バリュー」制度であり、

99 年の地方自治法によりイングランドとウェールズの全自治体に実施が義務付けられ

た。まず自治体は住民との協議を踏まえて基本計画にあたる「地域戦略」をとりまと

め、今後５年間にわたる改善目標を設定する。その達成度は毎年末に作成される「ベ

スト・バリュー行動計画」のなかで評価が実施され、外部監査の結果改善が必要と指

摘された項目は翌年度以降の事業計画と予算編成に反映される仕組みである。評価基

準はコスト削減と顧客満足度の両面が重視され、全国共通の基準が適用される。 

４．政府は、業績評価の結果、教育や福祉などの重点分野で早急な改善が必要とされた自

治体とは個別協議を実施し、具体的な改善目標で合意すれば権限と財源の一部を委譲

して自治体の創意工夫を促す方針である。この PSA（Local Public Service Agreement）

プログラムには現在 20の自治体が参加しており、対象は今後拡大される見込みである。 

５．さらに、政府は 2001 年 12 月の白書において、ベスト・バリューに係る各種評価指標

を統合して「包括的業績評価」（CPA：Comprehensive Performance Assessment）を導

入する方針を明らかにした。政府の監査委員会（Audit Commission）は CPA にもとづ

き自治体を４段階にランク付けし、上位ランクの自治体には権限や資金調達面の自由

度を高める一方、低評価の自治体には一層の経営改善努力を求め、場合によっては業

務の外部委託や他の自治体によるフランチャイズ経営なども命ずるとしている。この

ように、ブレア政権は自治体への一定の信頼を前提に地方分権を進めつつ、業績評価

にもとづくリウォード（報酬）とペナルティの導入で自治体の自助努力を引き出そう

としており、改革の成果が今後注目されるところである。 

                             ロンドン駐在員事務所 

                             駐在員 清 水  誠 
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第１章  英国の地方自治体の概要 

 

 英国では、保守党サッチャー政権下の 1980 年代以降に進められた地方制度改革の結果、

地方自治体の統廃合が進んだ。以前は、全国 50 余りのカウンティ（County）の下にディス

トリクト（District）と呼ばれる自治体がいくつか存在する形の二層制を採用していたが、

改革によって一層制のユニタリー（Unitary）への転換が推進され、自治体の数はイングラ

ンド全体で現在 387 まで削減されている。このため、１つの自治体における平均住民数は

1975 年には３万７千人だったが、98 年には 12 万１千人まで規模が拡大している。ただし、

一層制への転換は完全に実現しなかったため、ユニタリーと大都市圏のメトロポリタン

（Metropolitan）以外の地域では、二層制のカウンティとディストリクトが依然として存

在している。一層制のユニタリーは概ね 10～30 万人前後の人口であるのに対し、カウンテ

ィはかなり規模が大きく、なかには Essex のように 150 万人以上を擁するところもある。

なお、首都のロンドンは 32 のバラ（Borough）の上位にグレーター・ロンドン・オーソリ

ティーが設立され、二層制を採用している（図１参照）。 

 自治体は住民により選ばれた議員で構成される議会のもとで行政を執行しており、その

業務は教育、福祉、交通、ゴミ処理、都市計画、住宅、警察、消防などに及ぶ。分野別に

みた自治体の経常支出は教育関連が も多く予算全体の３分の１を占めており、主として

全国に３万５千ある初等・中等学校の管理運営費用に充てられる（表１参照）。これに次ぐ

規模の住宅関連としては、老朽化した集合住宅の改築工事への補助金や家賃補助、地域再

開発事業などが主要な支出項目である。なお、医療サービスは NHS（National Health 

Service）を通じて国が提供しており、自治体の業務範囲外とされている。 

 

（図１）英国の地方自治体の構造（カッコ内は自治体数、2000 年時点） 
 
 
 
                                     一層制 
  
         
 
 
 
                                     二層制 
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County Council(34) District council(238) 

Greater London Authority City of London Corporation 

London Bourough council(32) 
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 （表１）英国の地方自治体の項目別経常支出額（1997 年）  （金額単位：百万ポンド） 

         項 目 

  金 額  ％ 

 教育・図書館・芸術・博物館   23,260  33 

 住宅（居住環境改善等）   11,250  16 

 社会福祉サービス   10,400  15 

 消防・警察    8,960  13 

 健康・生活環境維持    5,000   7 

 交通    3,430   5 

 スポーツ・レクリエーション    850   1 

 その他（起債利子を含む）    5,850   8  

 合計   69,000    100  

    （資料）Tony Bryne(2000) “Local Government in Britain” 

 

 

第２章  サッチャー保守党政権による地方自治改革のインパクト 

 

 小さな政府の実現を掲げた保守党サッチャー政権は、1979 年の発足以降、地方行政のあ

り方について、「自治体が直接提供する行政サービスは民間セクターでは提供されない業

務に限るべき」という方針のもと、市場原理を導入して次々と大胆な改革を打ち出した。

強制競争入札（CCT：Compulsory Competitive Tendering）の導入はその一例であり、自治

体業務のうち中央政府が指定するものについては、一律に自治体と民間企業の間で競争入

札を行い、いずれか落札した者がそのサービスを実施することとなった。民間企業はコス

ト競争力と規模のメリットを生かして受託案件を拡大し、道路清掃やごみ収集、給食サー

ビスなどの分野に次々と進出した。一方、自治体の現業部門が入札でいったん民間企業に

敗れれば、次回の入札まで組織を維持することは事実上困難であるため、自治体側でも広

域連合の形成などで民間に対抗しようとする動きがみられた。このように、CCT は自治体経

営への市場原理の導入という点で一定の成果を収めたものの、「コスト削減が優先されて

サービスの質の低下が進んだ」（ブレア首相）との批判も出ている。 

 サッチャーの改革では自治体の課税自主権にも制限が加えられた。英国では伝統的に「課

税自主権は地方自治体に存在する」という理念が定着していたため日本のような標準税率

という考え方はなく、地方税である固定資産税（Rate）の税率は各自治体によって自由に

設定されてきた。このことが地方財政の肥大化を招く一因と考えたサッチャー政権は、1990

年、Rate のうち居住用資産に対する固定資産税を廃止して人頭税（Poll Tax）の導入に踏

み切った。人頭税は世帯内の成人の数に基づいて機械的に算出されるので、自治体は従来

のような税率設定の自由を奪われることとなった。人頭税は国民の反対でサッチャー政権

退陣後の 93 年に廃止され、代わってカウンシルタックスが導入された。これは不動産の評

価額と世帯の人数の両方を勘案して税額が決められる地方税で、税率決定権は自治体に留
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保されたので、自治体間で税率にある程度の格差がみられる。とはいえ、政府は８段階の

評価区分を導入し、税率の上限を規制することができる（Capping）ので、以前ほど自由に

税率を設定することはできなくなっている。 

 さらに、Rate のうち非居住用資産の部分（Business Rates）は 90 年に国税化され、中央

政府が税率を定め、財源調整のために中央政府にいったん納入された後で人口に応じて再

配分されることになった。これらの制度変更の結果、地方自治体の中核的な財源が失われ、

1950 年代初めには 30％以下だった政府の補助金への依存度は現在では５割弱、Business 

Rates も含めれば３分の２まで高まることとなった（図２参照）。その補助金も、政府の緊

縮財政政策のもとで伸びが抑えられ、物価上昇を控除した実質ベースでみると前年水準を

下回る状態が続いた。 

 こうして権限と財源の両面から地方自治が衰退するなか、教育、福祉や治安の維持など

住民に身近な公共サービスの質の低下と自治体間の格差拡大が問題とされるようになった。

地域住民の地方自治に対する関心も次第に低下し、地方議会選挙における投票率も落ち込

みが目立つなど、地方自治の立て直しが重要政策として取り上げられるようになった1。 

 

    （図２）英国の地方自治体における経常収入の項目別内訳 

    （資料）DLTR(Department for Transport, Local Govenrment and Regions) 

                                                  
1 英国の地方議会議員（Councilor）の６割近くはフルタイムまたはパートタイムの仕事を

有する人で占められており、残りの大半は退職者となっている。1973 年までは無給だった

が、その後在勤手当の制度が導入されている。しかし、その金額（98 年）は１人当たり年

間平均 3,669 ポンド（１ポンド＝190 円で換算すると約 70 万円）とわずかである。業務量

の増加による拘束時間の増加や地方議会の権限の弱体化が進むなかで、地方議員になるイ

ンセンティブが薄れて立候補者が減少しているといわれており、無投票で選ばれる地方議

員は現在では定員全体の２割に達しているという。 
 

政府補助金

45%

Business Rates

22%

ｶｳﾝｼﾙﾀｯｸｽ

22%

資産売却・手数料

等

11%
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第３章  労働党ブレア政権による地方自治改革 

     ～ベスト・バリュー制度の導入と自治体の業績評価システム～ 

 

１．ブレア政権の地方自治改革のスタンス 

 1997 年に発足した労働党ブレア政権は、英国の地方自治体について、市場メカニズムの

導入により効率性は高まったものの、「財源・権限・人材面の制約から本来必要な分野への

投資を十分におこなうことができず、中央政府との連携も不十分」との認識を持っていた。

そこで、基本政策の一つとして地方分権の推進を掲げ、自治体の基盤を強化して地域のニ

ーズを行政により強く反映させることを目指した。こうした方針のもと、スコットランド

やウェールズにおける地方議会の設置（99 年）やイングランド各地での地域開発公社（RDA）

の設立（99 年）などが相次いで実施されてきた。 

 ただし、地方分権を推進するにあたり、その受け皿となる自治体の行政能力には自治体

ごとにかなりの格差が生じているのが実態であり、その全体的な底上げが前提条件とされ

た。また、地方分権の推進を住民サービスの向上に結び付けていくためには、委譲した権

限が有効に活用されるよう、自治体の自助努力と創意工夫をうまく引き出す必要がある。

そこで、ブレア政権は、自治体の業績評価システムの導入と情報公開を進めることで自治

体経営の効率性をモニタリングするとともに、政策の重要度は地域ごとに異なることから、

全国一律的な手法を適用するのではなく、個々の自治体と協議を深めて中央と地方の連携

を強化していく方針を打ち出した。そして、それまで自治体運営に大きな影響を与えてき

た CCT を廃止し、代わって「ベスト・バリュー」と呼ばれる新しい制度を導入して自治体

改革を進めることとしたのである。以下ではその概要について紹介する。 

 

 

２．ベスト・バリュー制度の概要 

 ベスト・バリューとは、公共サービスを も効果的（Effective）、経済的（Economic）

かつ効率的（Efficient）な手法で提供することにより、事前に達成目標として設定された

コストや質に関する基準を満たすよう地方自治体に義務付ける制度である。1999 年の地方

自治法のなかで、イングランド及びウェールズのすべての自治体が提供する公共サービス

全般に対して適用されることになった。 

 ベスト・バリューのプロセスは概ね次の通りである（図３参照）。まず、自治体は住民や

事業者などとの協議を重ねて地域のニーズを把握し、地域戦略（Community Strategy）と

してこれをとりまとめる。そして、教育や福祉サービスなどの各分野で政府が設定する業

績指標（Performance Indicators）を利用し、５年間で行政サービス全体を再評価するた

めの行動指針を策定する。この指針の中で掲げられる具体的な改善目標は、ベスト・バリ

ューの対象となるすべての自治体のうち上位 25％が提供しているサービス水準に設定され、

５年以内にこの目標に到達することが求められる。各自治体は分野ごとに優先順位を付け
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て取り組みの遅れているところから集中的に改善を図り、５年間で業務全般にわたる抜本

的な見直しを実施することとなる。 

 業務の改善にあたり、自治体はすべての公共サービスについて、下記の４つの観点（４

つの”c”）から抜本的な見直しを５年ごとに実施する。 

 

  ①チャレンジ（challenge）…新手法や他の自治体での先進事例への挑戦 

  ②比較（compare）…他の自治体や民間セクターとの比較 

 ③協議（consult）…サービス利用者、プロバイダーなど関係者との十分な協議 

 ④競争（compete）…入札や市場調査の活用を通じたコストや質に関する競争の促進2 

 

 自治体は「ベスト・バリュー行動計画（Best Value Performance Plan）」を毎年３月末

までに作成し、目標ごとに当該年度における達成度を評価してその結果を公表する。これ

について自治体は外部監査とサービス水準検査を受ける。前者は法令遵守（compliance）

と正確性（accuracy）の観点を重視するのに対し、後者は主としてサービスの質や改善目

標の達成度などに重点を置いてチェックする。監査の結果、特に改善すべき項目が明らか

になれば監査委員会が指摘事項として報告し、自治体は翌年度以降の行動計画の見直しを

実施する。他の自治体より評価の低い分野や過年度より実績が悪化した分野があれば、重

点政策と位置付けて予算配分を増やすなどの対応がとられることになる。 

 このように、ベスト・バリューを実施する自治体では、５年という期間を区切って、自

治体の経営方針を示す地域戦略、予算と業績評価が“Plan－Do－See”のサイクルのなかで

密接にリンクされ、一連のサイクルとなっているのが特徴である。また、計画を達成する

ための施策ごとの目標がベンチマークの形で具体的に提示されるので、議会だけでなく地

域住民も、客観的な指標に基づいて政策目標の達成度をモニタリングすることが可能にな

る。業績指標は全国共通なので、他の自治体との比較を通じて自治体運営に競争メカニズ

ムが働くことも期待されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
2 ベストバリューの導入後、競争入札の強制は廃止されたものの、公共サービスの提供に競

争原理を働かせて自治体間の競争意識をサービス改善に結びつけよう、という考え方はブ

レア政権においても継承されている。 
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 （図３）ベスト・バリュー制度における“Plan－Do－See”の流れ 

 

 

 

 サービス提供の目的・理念の確立 ・地域住民のニーズやコミュニティの実態把握 
 達成手段の明確化（地域戦略）  ・多様な価値観の反映 
 
  
 サービスの継続的改善に向けた  ・５年間で全分野のサービス内容の再評価実施 
 行動指針の策定          （経済性（economy）、効率 efficiency 及び 

                   効果（effectiveness）の観点から評価） 

・改善目標：全国自治体の上位 25％の水準に 
      すべての自治体が５年後に到達 
・年率２％のコスト改善 
 

 行動指針にもとづき現状の    ・再評価の基準（４c’s）： 
 行政サービスの再評価を実施    挑戦（challenge）／比較（compare）／協議 

                                       (consult）競争（compete） 

 

 

  

   ベスト・バリュー行動計画の策定 ・毎年策定 

                 ・毎年度末に達成水準を評価、公表 

                   →見直すべき点を翌年度の行動計画に反映 

・業績指標（PI）による数値化 

 

 

 外部監査・サービス水準検査   ・外部監査：法令遵守や正確性の観点から行動 

                       計画を監査 

・サービス水準検査：行動計画に定める目標の 

達成度やサービスの質をチェック 

 

    国務大臣による介入      ・特に問題と認められる場合、政府が直接介入し

                  自治体に指導・命令する権限を持つ 

 

 （資料）自治体国際化協会、Tony Byrne ほか 
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３．外部監査にもとづく業績評価システム 

 自治体のベスト・バリュー行動計画は、毎年外部監査（external audit）とサービス水

準検査（inspection）を受ける。前者は法令への準拠（コンプライアンス）や正確性の観

点からのチェックが中心であるのに対し、後者は目標の達成度と品質を重視する内容とな

っている。水準検査の実施のためにベストバリュー調査団（Best Value Inspectorate）が

政府の監査委員会（Audit Commission）内に新たに設けられ、消防や教育など個別分野で

従来から検査を実施してきた機関とも連携して評価を実施している。 

 ベスト・バリューの達成度は全国共通の業績指標（PI：Performance Indicator）を用い

て毎年監査委員会より公表される。教育や福祉、交通などの各分野ごとに設定された評価

項目は全部で 189 存在しており、その一部を（表２）に示す。主にコスト・効率

（cost/efficiency）、成果（outcome）、品質（quality）などの観点から評価が実施されて

おり、全体としてコスト削減とともに「顧客満足度」（customer satisfaction）が特に重

視されているのが特徴である。これは、ベスト・バリューにおいては、「顧客」である地域

住民のニーズを十分に反映した行政運営を実現することが自治体の責務と位置づけられて

いるためである。具体的な評価指標の例をみると、教育分野では、コスト・効率の指標と

して  （表２）ベストバリューにもとづく自治体サービスの主要な業績評価指標 

  分 野         評 価 指 標 

  教 育 ・生徒一人当たりの支出額  

・生徒数が定員を 25％以上下回る小中学校の比率 

・成人一人当たりの生涯教育に対する支出額 

・GCSE 試験の成績 

  福 祉 ・65 歳以上人口千人当たりの在宅介護サービス受給者数 

・介護サービスの提供の迅速さ（利用者アンケート結果） 

  治安維持  

   犯罪防止 

・人口千人当たりの犯罪件数（強盗、車両盗難等） 

・住民アンケート調査に基づく警察サービスへの満足度 

・警察への緊急通報（999）から現場到着までの所要時間 

・警察官の病欠日数   

・女性警察官の比率  

  ごみ処理 ・世帯当たりのごみ収集費用 

・家庭ごみのリサイクル比率 

・10 万件当たりのごみ収集漏れ件数 

  交 通 ・単位旅客輸送数当たりの路線バス向け補助金額 

・主要道路の管理状況及び安全性 

・身体障害者向け設備を有する横断歩道の比率 

  消 防 ・人口 10 万人当たりの焼死者数 

・一人当たりの消防関連支出額 

  文 化 ・地域の文化振興策（Local Cultural Strategy）の策定状

況 

・学校行事を通じて博物館や美術館を訪れた生徒数 

  開発許可 ・申請から８週間以内に決定された開発許可件数の比率 

  （資料）DLTR 
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「生徒一人当たりの支出額」や「生徒数が定員を 25％以上下回る小・中学校の比率」、成果

の指標としては「一般中等教育修了試験（GCSE）3において一定水準以上の成績を取得した

生徒の比率」などが採用されている。また、品質指標では、「10 万件当たりのごみ収集漏れ

件数」などのほか、福祉や警察サービスでは住民へのアンケート調査の結果も反映させる

など、定量的・定性的な評価手法を併用しているのが特徴である。 

 ベスト・バリューの評価結果はインターネットのホームページで簡単に検索でき、教育

や交通などの分野別に自治体間の横並び比較をおこなうことも容易である。過去数年間の

実績推移も入手可能であり、個々の自治体について詳細を知りたい人のために自治体の担

当者の氏名と連絡先も記載されている。本稿では教育と交通に関する指標の具体例を表３ 

に紹介する。これによれば、路線バス・サービスで評価の高いバーミンガムは、16 歳の学

生を対象に実施される全国共通試験の成績では全国平均を下回っていること、ロンドン市

内でも地域により共通試験の成績に相当の格差がみられることなどが一目でわかる4。 

 業績評価の結果、サービスの質やコストにおいて重大な問題を生じたり、監査報告での

指摘事項について十分な是正措置が講じられていないと認められる場合、政府は当該自治

体に直接介入して新たなベスト・バリュー行動計画の策定を求め、必要に応じて民間事業

者を含めた競争入札を実施させるといった厳しい措置を講じることもありうる。 

 なお、業績評価の各項目に関する定義や具体的な評価手法については DLTR（Department 

for Transport, Local Govenrment and Regions）のホームページ、評価結果は The 

Improvement and Development Agency（第４章参照）のホームページにてそれぞれ参照可

能である。 

（評価項目の定義・評価手法について 

  → http://www.local-regions.detr.gov.uk/bestvalue/indicators/html/index.htm） 

（評価結果について → http://www.idea.gov.uk/bestvalue/） 

 自治体の業績評価の分野で先進国の一つといわれる英国においても、その手法は必ずし

も確立しているわけではない。特にサービスの質の評価をめぐっては、ベスト・バリュー

の評価指標には主観的な内容が少なからず含まれており、公正な評価が保たれているか疑

問視する意見もみられる。政府もベスト・バリューについては試行錯誤を繰り返しながら

改善していく方針であり、成果指標の捉え方などを住民に理解しやすい形に改めるべく検

討を進めている。同時に評価項目の統廃合も検討中であり、現在 189 に達する項目数を 2003

年までに 95 に簡素化する予定である。 

                                                  
3 英国では公立の中等教育修了時（16 歳）に GCSE(General Certificate of Secondary 

Education)と呼ばれる試験を受験することが義務付けられている。受験可能な科目は数学、

英語、物理、化学、歴史などのほか、コンピュータ、音楽、美術、ビジネスなど合計 35 科

目以上ある。試験結果は A*､A､B､C､D､E､F､G の８段階で評価され、A*から Cまでの上位４ラ

ンクが合格（パスレベル）となる。 
 



11 

（表３）ベスト・バリュー制度に基づく業績評価指標の事例 

 

指標名 BV(Best Value)38 指標名 BV104 

分野 教育 分野 交通 

定義 2001年夏実施のGCSE試験で、 定義 住民アンケート結果にもとづく 

 5科目以上でグレードA*(最上位) 路線バス・サービスへの満足度 

 ～C（ボーダーライン）を取得した  

  生徒の比率  

   

順位 自治体名 比率 順位 自治体名 比率 

1 Trafford 57.0% 1 Birmingham 73.0%

2 Solihull 53.1% 2 North Tyneside 73.0%

3 Bury 53.0% 3 St Helens 68.5%

4 Stockport 51.7% 4 Doncaster 68.0%

5 Wigan 49.0% 5 Sandwell 66.7%

6 Wirral 48.7% 6 Wolverhampton 66.5%

7 Dudley 48.4% 7 Rotherham 64.7%

8 Sefton 48.4% 8 Sunderland 64.2%

9 St Helens 47.4% 9 Gateshead 63.0%

10 （全国平均） 46.0% 10 South Tyneside 63.0%

11 Gateshead 45.0% 11 Wakefield 63.0%

12 North Tyneside 45.0% 12 Dudley 62.2%

13 Kirklees 44.6% 13 Liverpool 60.5%

14 Calderdale 43.6% 14 Calderdale 59.6%

15 Tameside 42.9% 15 Wigan 59.0%

16 Oldham 42.4% 16 Newcastle upon Tyne 58.0%

17 Rochdale 42.2% 17 Solihull 58.0%

18 Bolton 41.3% 18 Tameside 56.4%

19 Rotherham 41.1% 19 Wirral 56.4%

20 Sheffield 41.1% 20 Sefton 56.3%

21 Birmingham 41.0% 21 Kirklees 56.0%

22 Wakefield 41.0% 22 Knowsley 56.0%

23 Wolverhampton 41.0% 23 Rochdale 56.0%

24 Coventry 40.9% 24 Manchester 55.5%

25 Leeds 40.0% 25 Leeds 55.0%

26 South Tyneside 39.3% 26 Stockport 53.1%

27 Doncaster 39.0% 27 Oldham 53.0%

28 Sunderland 39.0% 28 Barnsley 51.9%

29 Liverpool 38.9% 29 Bolton 51.0%

30 Walsall 37.0% 30 Bury 50.0%

31 Salford 36.0% 31 （全国平均） 49.8%

32 Manchester 35.0% 32 Salford 48.0%

33 Newcastle upon Tyne 35.0% 33 Coventry 44.3%

34 Barnsley 34.9% 34 Trafford 44.0%

35 Bradford 33.8% 35 Bradford 39.0%

（参考） （ロンドン市内） 

Sutton 

Kensington & Chelsea 

Westminster 

Islington 

63.4%

50.1%

37.0%

26.5%

（参考） （ロンドン市内） 

Kingston upon Thames 

Westminster 

Hammersmith & Fulham 

Brent 

59.0%

53.0%

40.0%

37.0%

 （資料）The Improvement and Development Agency 
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４．ロンドン Lewisham カウンシルの事例 

 ロンドン南部の Lewisham カウンシル（面積 35 平方キロ、人口 24 万人）は、生活環境や

治安などの面でこれまで問題を抱えてきたが、政府の推進する自治体改革のパイロットス

キームにも積極的に参加するなど、行政サービス改善への取り組みでは高い評価を受けつ

つある。Lewisham カウンシルでは下記のような重点施策が定められ、これに沿ってベスト・

バリュー行動計画が策定され、毎年業績評価が実施されている。  

  ①警察との連携強化により路上犯罪の増加を抑止 

 ②数学と国語（英語）の両科目で一定水準以上の成績を達成する 11 歳児の比率の向上 

 ③GCSE 試験の５科目以上に合格する生徒の比率を少なくとも 34％以上に引き上げ 

 ④ロンドンで も清掃の行き届いたきれいな道路を実現 

 ⑤４百戸以上の公営住宅を改築し、およそ 170 戸の公営住宅の新築工事を開始 

 ⑥公営プール・スポーツセンターへの来場者を８％増加 

 ⑦行政サービスの４割以上を電子化し、インターネットでの提供を実現 

 Lewisham のベスト・バリュー行動計画は詳細な分野別の評価結果が時系列的に示されて

おり、周辺の自治体との比較も充実しているのが特徴である。また、計画を上回る達成度

のものを丸三つ（○○○）、計画並みのものを丸二つ（○○）、計画を達成できなかったも

のを丸一つ（○）などで示しており、一般の住民にもわかりやすい形で情報公開をおこな

っている。ここでは、福祉関連（Social care and health）と教育（lifelong learning）

の２部門の評価結果と改善目標の一部を紹介する（次頁参照）。このほか、Lewisham カウン

シルでは民間の調査会社に委託して住民１千人を対象とする面接調査も毎年実施している。

これは地域住民の関心やニーズを探るとともに、自治体サービスへの満足度を調査するも

のであり、結果はベスト・バリュー行動計画のなかで公表されている（表４参照）。 

（表４）Lewisham カウンシルの住民に対する面接調査結果（単位：％）
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４．政府と自治体の公共サービス改善に関する合意 
 英国政府は、ベスト・バリューの実施を通じて自治体の自助努力を促すとともに、業績

評価の結果、早急な改善が必要と認められる自治体とは個別協議をおこない、具体的な改

善目標の設定で合意すれば権限と財源の一部委譲を進めて自治体の創意工夫を促していく

方針である。PSA（Local Public Service Agreement）と呼ばれるこのプログラムには、現

在ロンドンの Lewisham など 20 の自治体が３年間にわたり実験的に参加しており、対象は

今後拡大される見込みである。 

 PSA の対象となる分野は、政府が重点政策として取り組んでいる教育や福祉、犯罪抑止な

どが中心となる（表５参照）。自治体側としては、PSA 策定プロセスを通じて政策課題を明

確化できるうえ、権限等の委譲により政策展開における自由度が広がるというメリットが

ある。一方、政府としても、自治体側のコミットを得ることで自治体運営の改善をより確

実に見込めるという利点がある。PSA 策定における自治体間の連携や相互補完体制の構築も

促していく方針である。 

 

（表５）Local PSA の事例 

 分 野     政府と自治体間の合意にもとづく達成目標例 

 教 育 ・標準レベル以上の学力を有する 14 歳の生徒の比率を数学で８％、

   理科で７％、IT で５％引き上げ 

 犯 罪 ・強盗件数の 25％削減 

・目標地域における廃棄自動車数の抑制 

 交 通 ・2010 年までに鉄道利用者を倍増 

地域活性化 ・雇用の増加、生活保護受給者の減少 

 行政改革  ・行政サービスの電子化推進 

・コスト効率の改善 

（合意を踏まえて政府から自治体へ委譲される権限・財源） 

・教育及び犯罪対策予算の配分増加 

・一部の罰金収入の自治体への移管 

・一定の範囲内で政府補助金の使途に関して柔軟性を付与 

・自治体改革のパイロット事業への優先提案権 

（資料）Lewisham Performance Plan（2001/2002）、DLTR 

 

 政府は、一連の自治体改革をさらに推進するため、2001 年 12 月に“Strong Local 

Leadership- Quality Public Services”と題する白書（以下「白書（2001）」と表記）を

発表した。このなかで、地方自治体の基盤を強化して地域住民の求める良質の公共サービ

スを提供するため、政府と自治体が緊密に連携しながら改革を進める方針を打ち出した。

白書（2001）は 140 ページ近くに及ぶが、なかでも注目されるのは、業績評価システムを

活用した自治体格付け制度と、リウォード（権限委譲など）とペナルティの導入である。

次章ではその概要を紹介する。 
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第４章 包括的業績評価にもとづく自治体格付けと権限委譲のメカニズム 

 

１．包括的実績評価による自治体格付けと権限委譲 

 ベスト・バリューの本格的な導入から１年以上が経過するなかで、各自治体などからは、 

現行のベスト・バリューは「評価指標が多すぎるので簡素化すべきだ」「個々のサービスに

関する評価が主体で自治体全体のパフォーマンスを評価するには十分とはいえない」「自

治体の地域戦略や行動計画などとの有機的、一体的な関連づけをさらに強化すべきである」

といった批判が出されていた。 

 政府は、ベスト・バリューによる業績評価を単に事務作業の一つに終わらせるのではな

く、地域活性化に向けてより戦略的に活用することが重要と考えており、白書（2001）の

なかで新たに「包括的実績評価」（CPA：Comprehensive Performance Assessment）を導入

する方針を明らかにした。CPA は、自治体の地域戦略やベスト・バリュー行動計画、PSA プ

ログラムなどと一体的に実施され、個々のサービスとともに自治体トータルの成績を評価

することを主なねらいとしている。CPA では監査委員会や OfSTED（The Office for Standard 

in Education）などの各機関が収集している自治体の業績評価データを統合したうえで評

価がなされ、スコアカードの形で公表される予定である。 

 また、監査委員会は CPA の結果にもとづいて全国の自治体を４段階にランク付けし、自

治体のパフォーマンスを地域住民に一目でわかるようにする方針である。このうち、上位

ランクの自治体に対しては行政運営上の自由度を高める一方、低評価の自治体には一層の

経営改善努力を求めることとしている。実際にランキング評価が実施されるのは 2002 年な

いし 2003 年からとされており、現在、各地で自治体を対象とする講習会が監査委員会など

により開催されているところである。その具体的な内容は下記の通りである。 

 

２．業績優秀な自治体に対する権限委譲と規制緩和 

 ４段階評価で 高ランクの自治体は、地方税率の上限を政府が抑制するキャッピング制

度（Capping）の適用対象から除外される（表６参照）。これにより、自治体がみずからの

判断に基づき地方税を引き上げ、住民の求める行政サービスの提供に必要な財源を確保す

ることが可能となる。政府は、「業績が改善すれば財源面での自由度が高まる」という仕組

みを採り入れて予算編成と業績評価のリンクを強め、自治体の自助努力を促そうとしてい

る。 

 また、 高ランクの自治体に対しては、使途特定型の補助金の一部を使途の自由度の高

い補助金（Targeted Grant）に転換する方針も盛り込まれている。英国でも日本と同様に、

自治体間の財政需要と税収規模の相違を平準化するため、標準的な行政サービスの提供に

必要な標準財政支出額（SSA：Standard Spending Assessment）が算定され、これと実際の

税収との差額が国から助成される（Formula Grant）。これに対し、一定の要件を満たす自

治体だけに交付されるのが“Targeted Grant”であり、特に優れた実績を達成した自治体
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や地域経済の衰退が著しいエリアなどが対象となる。以上２つの補助金は使途に制約がな

い「一般補助金（General Grant）」であり、合わせて自治体財政の 65％を占めるが、これ

とは別に教育や交通など使途特定型の補助金（Ring-Fenced Grant）も約９％存在する。 

 Targeted Grant は労働党政権により導入され、今のところは一般補助金のごく一部にす

ぎないが、政府は今後これを拡充し、優秀な自治体には予算編成面での自由度を高めて自

治体の経営努力を引き出す方針である。今回の白書が提案する使途特定型補助金の

Targeted Grant への転換措置もこうした政府の方針に沿ったものといえる5。 

 

  （図４）英国の自治体向け補助金の内訳  

 

 

  （資料）DLTR 

                                                  
5 すでに述べたように英国の自治体の自主財源比率は地方税、資産売却・手数料収入を合わ

せても 33％にとどまる。自治体側からは自治体改革と並行して税財源の委譲を進めるよう

要望が出されてきたが、白書（2001）のなかで政府は「国税と地方税のバランスの見直し

が地方自治の強化につながるかどうか明確な根拠はなく、いましばらく時間をかけて検討

すべき」とし、「むしろ政府の補助金のうち使途を特定する部分と特定しない部分のバラン

スを見直すことの方が喫緊の課題である」との認識を示している。政府としては、ただち

に国税の一部を地方税へ移管するといった方策はとらず、当面は補助金の使途の自由度を

高めることで対応しようとしているように見受けられる。 
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３．低ランクの自治体に対するサポートと強硬措置の検討 

 一方、Poor-Performing と位置づけられた自治体は、政府による包括的な監査を受け、

その結果を踏まえて行政サービス改善計画を策定する。低ランクと位置づけられる自治体

の経営改善を進めるうえで、政府は、単に指導監督を強めるだけでなく、それぞれの自治

体の自助努力をいかに引き出すかが重要とみており、DTLR の Local Government 

Modernisation Team、The Improvement and Development Agency (IDeA)、Public Private 

Partnership Program(4Ps)などが自治体と一体となり、業務改善をサポートする体制を整

えている。 

 このうち The Improvement and Development Agency (IDeA)は、1999 年４月に全国の自

治体が共同で設立した非営利のエージェンシーであり、ベスト・バリューを進めるうえで

自治体に専門的なアドバイスをおこなっている。英国各地の自治体での成功事例を「ベス

ト・プラクティス」として広く情報提供するとともに、要望があれば自治体の監査を実施

して業務改善プログラムの策定を支援しており、地方自治の底上げに果たす役割が期待さ

れている（www.idea.gov.uk）。また、Public Private Partnership Program(4Ps)は、1996

年４月に PFI／PPP（Public Private Partnerships）の普及促進を目的として設立されたエ

ージェンシーであり、業務効率化のため PFI の導入を検討する自治体に対し、各種事例紹

介やアドバイスなどをおこなっている（http://www.4ps.co.uk）。 

 

 （表６）白書（2001）の提案する自治体格付けのイメージ 

  ラ ン ク   定 義     リウォード／ペナルティ 

High-Performing 

Council 

（業績優秀な自治体） 

CPA においてトップ

レベルの業績を達

成 

・ 地方税率に対する上限（Capping）の撤廃 

・ 使途特定型補助金の一部を使途の自由な補

助金に転換 

・ 罰金収入の使途の自由化 

・ 開発許可決定への政府関与の削減 

・行政監査の簡素化 

Striving Council 

（改善努力の認めら

れる自治体） 

トップレベルの業

績ではないが、改善

能力の認められる

自治体 

・ High-Performing Council に認められるメリ

 ットの一部を付与 

Coasting Council 

（業績改善に積極的

出ない自治体） 

 

トップレベルの業

績ではなく、今後の

改善を見込みにく

い自治体 

・政府と協議の上で改善計画を策定 

Poor-Performing 

Council 

（業績の低迷する自

治体） 

常に下位ランクに

位置し、改善能力も

認められない自治

体 

・ 業務の一部を外部委託 

・ 政府による管理 

・ 優秀な自治体によるフランチャイズ経営 

 （資料）DLTR ”Strong Local Leadership – Quality Public Services” 
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 こうした政府の指導監督や各種サポートを受けても行政サービスの低下が著しく、財政

的にも破綻寸前となるなど、自治体運営の失敗事例と認められるような場合には、政府は

後の手段として、次のような強硬手段を導入することも検討するとしている。 

 

①外部委託 

  当該自治体の機能の一部を民間セクター、他の自治体や NPO（非営利組織）などに 

 外部委託する。 

②破産管財人の任命 

  現行法によれば、自治体が財政破綻に至った場合、自治体は新規事業の実施を見合 

 わせ、その間に議会が支出計画を再検討して財政健全化を目指すことが義務づけられ 

 ている。政府はさらに強力な手法が必要と認識しており、民間企業の再建手法を参考 

 にして、広範な権限を持つ破産管財人（Administrator）を任命し、財政再建を指揮す 

 る。 

③フランチャイズ経営 

  フランチャイズ契約にもとづき、業績優秀な自治体が低ランクの自治体に人材を派 

 遣し、経営をおこなう。自治体間での成功事例（Good Practice）の共有化につながる 

 ことも期待されている。 

  

 

 

おわりに 

 
 英国の自治体改革は、市場メカニズムと企業経営の手法を自治体に採り入れ、住民を行

政サービスの「顧客」と捉えてそのニーズを反映した行政運営を実現することを大きな目

標としている。ブレア政権の打ち出した包括的業績評価も、こうした流れをさらに推進し

ようとするものである。業績評価システムを「マネジメントプロセス（Plan－Do－See）」
のサイクルのなかで企画立案や予算編成と有機的に結びつけることができれば、計画段階

へのフィードバックや柔軟な政策の見直しが可能になり、自治体の戦略経営への転換が図

られるものと期待されている。従来の費用効果分析などの手法では意思決定メカニズムへ

の反映が難しいとの反省もあり、議会や住民にわかりやすく政策決定にも活用しやすい評

価指標を導入しているのも特徴である。 
 こうした手法は近年「ニュー・パブリック・マネジメント（NPM）」として欧米の先進事

例が日本にも紹介され（図５参照）、各方面から注目を集めつつあるが、英国では、NPM
による自治体改革を地方分権と一体的に推進する方針が打ち出されているのが特色である。

パフォーマンスの優れた自治体には積極的に権限を委譲して革新的な取り組みを促そうと

するアプローチは、自治体への一定の信頼を前提に地方分権を推進するブレア政権の基本
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姿勢を反映したものといえる。しかし、その一方で、自治体のサービス水準の低下が受忍

限度を超える場合、市民に選択権を提供（choice for customer）して代替者からサービス

を受けることも可能にするといった厳しい措置も用意しており、「アメ」と「ムチ」の使い

分けで自治体の競争意識を高めようとしている点も見落とすことはできない。 

 ベスト・バリュー制度はまだ導入されてから日が浅く、その成果と課題を踏まえて、今

後ともさまざまな見直しがおこなわれることが予想される。一連の改革の成果が注目され

るとともに、そのプロセスから得られる教訓は、今後の日本における地方自治改革に少な

からず参考になるものと思われる。 

 

 

  （図５）ニュー・パブリック・マネジメントのもとでの議会・行政・住民 

 

  （資料）本間・齋藤（2002） 
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